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　百舌鳥・古市古墳群は、古代日本列島を支配し、東アジア諸勢力との外交にあたった王の一族やそれに次ぐ有力者たちの墓群です。
　4世紀の後半から5世紀の後半にかけて築造された古墳は、世界でも独特な鍵穴型の形状をはじめ、円形や方形など多様なかたちの

墳丘をもち、その大きさは数メートルのものから最大では５００メートルにまで及びます。

　古墳群は、大阪平野の南端に位置し、堺市の百舌鳥エリアと、羽曳野市と藤井寺市にまたがる古市エリアの２つからなり、４５件４９基の

古墳が構成資産として選ばれています。

　これらの古墳は、築造から１６００年たった現在も良好な状態で保存されており、古墳群がもつ多様性や標準化された体系、入念で独特

な葬送のありかたなどが顕著な普遍的価値として認められ、２０１９年（令和元年）７月にアゼルバイジャンの首都バクーで開催された第４３

回ユネスコ世界遺産委員会において、世界遺産として登録が決定されました。

アクセス：【古市エリア（写真）】 近鉄南大阪線「古市」駅下車    【百舌鳥エリア】 ＪＲ阪和線「百舌鳥」駅下車
（写真及び資料提供：羽曳野市 教育委員会）

百舌鳥・古市古墳群
  も  ず　　   ふるいちこふんぐん

No.113
令和5年

大阪府市町村職員年金者連盟
TEL 06-6941-4803

8月号
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【中小路新会長あいさつ要旨】

　会長選任のご承認いただきましたが、重責に本当に身の引き締まる思
いです。
　現在、本連盟の事業運営には様々な問題が起こっています。組織強化
や年金制度本体の問題もありますが、これらの問題には我々会員のため
になるような対応をすべきだと思っています。
　皆様には、今まで本連盟事業運営に様々なご支援・ご協力をいただい
ていますが、今後もご支援・ご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、ご挨拶とさせ
ていただきます。よろしくお願いいたします。

報告第1号　支部（阪南支部、豊能支部）の解散について

報告第2号　令和4年度事業報告について

報告第3号　令和4年度決算報告及び決算監査報告について

議案第1号　大阪府市町村職員年金者連盟規約の一部改正（案）について

議案第2号　令和5年度運動方針（案）について

議案第3号　令和5年度予算（案）について

議案第4号　次期役員(令和5年度～令和6年度)の選出について

第52回 定期総会（令和5年4月28日開催）
　新型コロナウイルス感染症の発生以来、書面による開催と承認であった定期総会を、
４年ぶりにシティプラザ大阪にて対面式で開催しました。当日は８９名の代表者の出席が
あり、令和４年度にご逝去された４３２名の会員のご冥福をお祈りして黙祷をささげました。

　次期会長には、中小路栄作氏 (高槻支部 )が満場一致で承認選出されました。
　また、報告事項と総会議案が承認されました。その運動方針に基づき、未加入者の加入
促進を図り、更なる年金者連盟活性化の方策を検討して逐次実施し、公的年金、医療、介
護及び税制等について改善を求めてまいります。
　
　最後に、峯会長より「第 48 回 ( 令和元年 ) に会長に就任してからは新型コロナウイルス
の影響で総会が書面承認でしたが、本日は４年ぶり
に皆様にお集まりいただきました。本連盟は会員数
の減少、支部の解散等、沢山の課題がありますが、
本連盟としては、近畿地区あるいは全国年金者連盟
と一体となって取り組む必要があるように思いま
す。後は次期会長の中小路さんによろしくお願いい
たします。」との要旨で退任の挨拶がありました。 
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　大阪府市町村職員年金者連盟は、年金受給者の生活の安定と福祉の向上に資するととも

に、会員相互の親睦と研鑽を図ることを目的として、昭和46年3月20日に結成され、以来約

半世紀にわたり47都道府県の年金者連盟の仲間と連携を密にし、年金制度等の充実・改善

を目指して、国会や政府関係機関及び地元国会議員へ陳情・要望活動を行ってきました。

　退職後の唯一の収入源である年金は、既に適用されているマクロ経済スライドによる調

整のために目減りし、賃金スライド率の適用が令和3年4月から徹底され、年金受給者への

影響はより一層大きくなります。

　医療保険制度においては、70歳以上の高額療養費の自己負担上限額の引き上げや後期高

齢者の保険料軽減特例の見直し、国民健康保険・後期高齢者医療の保険料の賦課限度額の

引上げや高額介護合算療養費制度の見直し、さらに、後期高齢者の一部について、医療費の

窓口負担の1割から2割への引き上げが行われています。

　また、介護保険制度においても、高額介護サービス利用者の自己負担割合の引き上げや

現役並み所得のある65歳以上の自己負担割合の引き上げ、介護施設の食費を補助する「補

足給付」の助成額の減額や介護保険料の大幅な引上げが行われています。

　このように年金は目減りし、医療・介護等の負担も増し、年金受給者の生活はますます厳

しいものとなっています。

　全国的にも本年金者連盟においても、会員数が減少傾向にあり、何とかこの状況を打開

して加入促進と組織強化をより一層図っていく必要があります。

　引き続き支部・ブロックと共同して福祉事業を拡大し、年金を唯一の収入源とする年金

受給者の生活を守るため、年金・医療・介護・税制等社会保障制度の改善を求める運動に取

り組まなければなりません。

令和5年度運動方針

Ⅰ　はじめに
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 1　公的年金制度、医療保険制度及び介護保険制度並びに税制改正等については、次のことを

関係機関に要望します。

（1）　年金受給者の生活は、年金額の引下げ調整額やコロナ禍、物価高騰等により年々厳しく

なっています。公的年金制度の改正にあたっては、こうした実態に十分配慮するとともに、

生活支援措置を行うよう求めます。

（2）　公的年金の給付水準を示す所得代替率については、現役世代と年金受給世代の税、社会保

険料控除の取扱いが異なり、実態と乖離した数値となっているため、これを改めるよう求

めます。

（3）　現役公務員が、今後とも老後の心配をせず、安心して職務に専念できるよう、公務員制度

の一環としての共済制度（職域年金相当部分、退職等年金給付）の給付水準を将来とも低下

させないよう求めます。

（4）　医療保険制度及び介護保険制度については、高齢者の生活実態に配慮し、保険料負担や利

用者負担が過重にならない制度の実現を求めるとともに、医療・介護保険制度の見直しに

あたっては、利用者のサービス低下を招かないよう求めます。

（5）　年金受給者に係わる税制については、公的年金等控除の上乗せ部分の廃止など年金額の

実質的な切下げが行われてきたが、①公的年金等控除の最低保障額を140万円に戻し、②老

年者控除50万円の復活等、年金受給者の負担を軽減して、生活の安定に資するような措置

を求めます。

（6）　政府が進める高齢者の就業促進については、高齢者の特性に配慮した労働環境を整える

とともに、生活の安定が図れ、高齢者が引き続き働こうという意欲の湧くものとするよう

求めます。

（7）　日本人の平均寿命が毎年伸長している状況に鑑み、健康寿命の延伸施策を積極的に推進

し、高齢者がいつまでも元気で安心して暮らせる環境を整えるよう求めます。また、コロナ

禍における医療提供体制の充実を図るよう求めます。

 2　  連盟会員相互の親睦及び福利厚生事業の充実を図るため、未加入者の加入促進を図り、福

　祉事業の拡大に向け積極的に取り組むこととし、市町村職員退職者が結集する組織と

　して、連盟組織の拡充を図ります。

Ⅱ　運動の目標
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　　全国の市町村職員年金者連盟と協調し、年金制度等の充実・改善のため、国会及び政  

　  府に対し次の事項について要望します。

1　　年金受給者の生活は、年金額の引下げ調整やコロナ禍、物価高騰により年々厳しく

なっている。公的年金制度の改正にあたっては、こうした実態に十分配慮するととも

に、生活支援措置を行うこと。

2　　公的年金の給付水準を表す所得代替率は、現役世代の賃金と年金受給世帯の年金額

を比較して算出されるが、この場合の年金額について、現役世代の賃金と同様に税・社

会保険料控除後の手取り額とするよう見直すこと。

3　　公務員制度の一環である「職域年金相当部分」、「退職等年金給付」については、給付水

準を将来とも低下させないこと。

4　　医療・介護保険制度については、保険料負担及び利用者負担が過重にならないよう措

置するとともに、医療・介護保険制度の見直しにあたっては、利用者のサービスの低下

を招かないようにすること。

5　　年金受給者の税負担を軽減し、生活の安定を図ること。

6　　高齢者の就業促進については、高齢者の特性に配慮した労働環境を整えるとともに、

雇用条件の充実を図ること。

7　　平均寿命が毎年伸長している状況に鑑み、人生100年時代を見据え、高齢者の健康寿

命の延伸施策を積極的に推進し、高齢者がいつまでも元気で安心して暮らせる環境を

整えること。また、コロナ禍における医療提供体制の充実を図ること。

Ⅲ　国会及び政府に対する要望事項
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（期間:令和4.4.1～令和5.3.31）
（単位：円）

令和4年度 決算書
収入の部

支出の部

科　目
会　費
雑収入
繰越金
合　計

43,500,000
2,000,000
11,742,000
57,242,000

40,919,900
2,168,176
11,743,337
54,831,413

-2,580,100
168,176
1,337

-2,410,587

年金額の千分の２

団体保険事務手数料、広告掲載料等

りそな銀行普通預金・定期預金

定期総会及び総会関連諸費　役員会

常任理事会、三役会議

組織運営部会・広報部会・福祉部会

監査委員会、会長副会長会議

国会陳情・ハガキ陳情等

連盟だより作成発送

近畿地区協議会、支部総会等の旅費

ブロック事業費

会費の5%交付・支部総会祝金

慶祝金・弔慰金

宿泊施設費用助成・食事割引助成

加入ハガキ作成、振込み手数料等

封筒・文房具等

郵送費

会議資料等印刷費

会費収入の55%

全国連盟負担金

図書券等購入費

利息　普通預金75円　定期預金170円

予算額 決算額 差引増減 摘　要

科　目

合　計

2,150,000
1,700,000
200,000
200,000
50,000

19,585,000
1,500,000
3,000,000
55,000

3,000,000
3,330,000
8,000,000
700,000
1,400,000
1,000,000
100,000
200,000
100,000

23,925,000
700,000
50,000

9,432,000
57,242,000

会 議 費
　総会費
　役員会費
　専門部会費
　諸会議費
事 業 費
　運動費
　広報費
　活動旅費
　ブロック事業奨励費
　支部活動奨励費
　慶弔費
　福利厚生費
事 務 費
　事務処理費
　消耗品費
　通信費
　印刷諸費
支 部 費
負 担 金
諸 謝 金
予 備 費

1,128,388
822,165
108,746
185,477
12,000

16,634,071
737,780
2,400,557

0
3,000,000
2,267,040
7,975,000
253,694
982,379
822,999
34,650
124,730

0
22,285,640
643,000

0
0

41,673,478

1,021,612
877,835
91,254
14,523
38,000

2,950,929
762,220
599,443
55,000

0
1,062,960
25,000
446,306
417,621
177,001
65,350
75,270
100,000
1,639,360
57,000
50,000

9,432,000
15,568,522

予算額 決算額 残額

3,151,039 10,006,896 0

41,673,47854,831,413 13,157,935
収入額合計（A）

次年度繰越金内訳

令和3年度末会員数
令和4年度加入者

10,344人 ①
90人 ②

 367人 ③
432人 ④

令和4年度退会者
令和4年度死亡者

9,635人令和4年度末会員数
①＋②－③－④

（備考）会員数

令和3年度末会員数
令和4年度加入者

111人 ①
48人 ②

 32人 ③令和4年度退会者 127人令和4年度末会員数
①＋②－③

　　9,635人＋127人＝9,762人　　令和4年度末総会員数 

（備考）待機者会員数

普通預金 定期預金 定期預金増減 備　考

支出額合計（B）次年度繰越金（A-B）

摘　要
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収入の部

支出の部

科　目
会　費
雑収入
繰越金
合　計

38,000
2,000
13,157
53,157

43,500
2,000
11,742
57,242

-5,500
0

1,415
-4,085

年金額の千分の２(会員数9,635人)

団体保険事務手数料、広告掲載料等

りそな銀行普通預金　定期預金

定期総会及び総会関連諸費 役員会

常任理事会、三役会議

組織運営部会、広報部会、福祉部会

監査委員会、会長副会長会議他

国会陳情・ハガキ陳情等

連盟だより作成発送

近畿地区協議会、支部総会等の旅費

ブロック事業費

会費の5%交付・支部総会祝金

慶祝金、弔慰金

宿泊施設利用助成・食事割引助成

加入ハガキ作成・振込み手数料等

封筒・文房具等

郵送費

会議資料等の印刷費

会費収入の55%

全国連盟負担金 

図書券等購入費

本年度予算額 前年度予算額 前年度比較 摘　要

科　目

合　計

2,150
1,700
200
200
50

20,085
1,500
3,000
55

3,000
3,330
8,500
700
1,400
1,000
100
200
100

20,900
650
50

7,922
53,157

会 議 費
　総会費
　役員会費
　専門部会費
　諸会議費
事 業 費
　運動費
　広報費
　活動旅費
　ブロック事業奨励費
　支部活動奨励費
　慶弔費
　福利厚生費
事 務 費
　事務処理費
　消耗品費
　通信費
　印刷諸費
支 部 費
負 担 金
諸 謝 金
予 備 費

2,150
1,700
200
200
50

19,585
1,500
3,000
55

3,000
3,330
8,000
700
1,400
1,000
100
200
100

23,925
700
50

9,432
57,242

0
0
0
0
0

500
0
0
0
0
0

500
0
0
0
0
0
0

-3,025
-50
0

-1,510
-4,085

本年度予算額 前年度予算額 前年度比較 摘　要

（期間:令和5.4.1～令和6.3.31）
（単位：千円）

令和5年度 予算書
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（期間:令和4.4.1～令和5.3.31）
（単位：円）

令和4年度 決算書
収入の部

支出の部

科　目
会　費
雑収入
繰越金
合　計

43,500,000
2,000,000
11,742,000
57,242,000

40,919,900
2,168,176
11,743,337
54,831,413

-2,580,100
168,176
1,337

-2,410,587

年金額の千分の２

団体保険事務手数料、広告掲載料等

りそな銀行普通預金・定期預金

定期総会及び総会関連諸費　役員会

常任理事会、三役会議

組織運営部会・広報部会・福祉部会

監査委員会、会長副会長会議

国会陳情・ハガキ陳情等

連盟だより作成発送

近畿地区協議会、支部総会等の旅費

ブロック事業費

会費の5%交付・支部総会祝金

慶祝金・弔慰金

宿泊施設費用助成・食事割引助成

加入ハガキ作成、振込み手数料等

封筒・文房具等

郵送費

会議資料等印刷費

会費収入の55%

全国連盟負担金

図書券等購入費

利息　普通預金75円　定期預金170円

予算額 決算額 差引増減 摘　要

科　目

合　計

2,150,000
1,700,000
200,000
200,000
50,000

19,585,000
1,500,000
3,000,000
55,000

3,000,000
3,330,000
8,000,000
700,000
1,400,000
1,000,000
100,000
200,000
100,000

23,925,000
700,000
50,000

9,432,000
57,242,000

会 議 費
　総会費
　役員会費
　専門部会費
　諸会議費
事 業 費
　運動費
　広報費
　活動旅費
　ブロック事業奨励費
　支部活動奨励費
　慶弔費
　福利厚生費
事 務 費
　事務処理費
　消耗品費
　通信費
　印刷諸費
支 部 費
負 担 金
諸 謝 金
予 備 費

1,128,388
822,165
108,746
185,477
12,000

16,634,071
737,780
2,400,557

0
3,000,000
2,267,040
7,975,000
253,694
982,379
822,999
34,650
124,730

0
22,285,640
643,000

0
0

41,673,478

1,021,612
877,835
91,254
14,523
38,000

2,950,929
762,220
599,443
55,000

0
1,062,960
25,000
446,306
417,621
177,001
65,350
75,270
100,000
1,639,360
57,000
50,000

9,432,000
15,568,522

予算額 決算額 残額

3,151,039 10,006,896 0

41,673,47854,831,413 13,157,935
収入額合計（A）

次年度繰越金内訳

令和3年度末会員数
令和4年度加入者

10,344人 ①
90人 ②

 367人 ③
432人 ④

令和4年度退会者
令和4年度死亡者

9,635人令和4年度末会員数
①＋②－③－④

（備考）会員数

令和3年度末会員数
令和4年度加入者

111人 ①
48人 ②

 32人 ③令和4年度退会者 127人令和4年度末会員数
①＋②－③

　　9,635人＋127人＝9,762人　　令和4年度末総会員数 

（備考）待機者会員数

普通預金 定期預金 定期預金増減 備　考

支出額合計（B）次年度繰越金（A-B）

摘　要
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令和5年度 年金額改定について令和5年度 年金額改定について

1. 年金額改定に用いられる変動率

2. 年金額

令和5年度

年金1.9%引上げ

（2.5％－0.6％）

年金2.2%引上げ

（2.8％－0.6％）

（▲0.3％+▲0.1％+▲0.2％）

物価変動率

賃金変動率

マクロ経済スライド調整率

 2.5％

2.8％

▲0.6％

（年金額の改定ルール）

　年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定 者（67歳以下

の方）の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者（68歳以上の方）の年金額は物価変動率

を用いることが法律により定められています。

　このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者が名目手取り賃金変動率（2.8％）、既裁定者が

物価変動率（2.5％）を用いて改定されました。

　また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整（▲0.3％）、令和3年度のマクロ経済スライ

ドによる未調整分（▲0.1％）、及び令和4年度のマクロ経済スライドによる未調整分（▲0.2％）の

調整が行われました。

　この「マクロ経済スライドの未調整分」とは、マクロ経済スライドによって前年度よりも年

金の名目額を下げないという措置は維持した上で、調整しきれずに翌年度以降に繰り越され

た未調整分を指します。

※マクロ経済スライドとは、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が
設定されます。その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。

令和４年度（月額） 令和５年度（月額）

国民年金
老齢基礎年金（満額40年加入）、1人分 64,816円 

 

 

 

新規裁定者
（67歳以下の方）

66,250円
(+1,434円)

既裁定者
（68歳以上の方）

66,050円
(+1,234円)
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令和4年度令和4年度 ブロック事業の報告
北河内ブロック

門真支部担当 歩こう会

　令和4年度北河内ブロック歩こう会は、令和5年3月24日(金)から3月31日(金)

にかけて、各市の参加で実施いたしました。

　門真支部は3月24日(金)に実施し、当日はたくさんの会員の参加（30人）をいた

だき「門真市門真1006番地」に位置する「さくら広場」で集合、ただし予約ができ

ないため朝10時の開館時間まで足止めされたものの「190本」の手入れされた、ソ

メイヨシノ桜一色の広場は近くに住みながら普段足を踏み入れたことのない者

には圧巻でした。集合がばらばらのため写真に間に合わなかった方々も居られま

したが、皆さんと「松下幸之助歴史館」・「モノづくりイズム館」を見学し解散いた

しました。

(北河内ブロック各市の総参加人数は184人となりました。)

ソメイヨシノ桜を堪能、松下幸之助記念館・モノづくりイズム館を見学

連 盟 だ よ り
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令和5年度 年金額改定について令和5年度 年金額改定について

1. 年金額改定に用いられる変動率

2. 年金額

令和5年度

年金1.9%引上げ

（2.5％－0.6％）

年金2.2%引上げ

（2.8％－0.6％）

（▲0.3％+▲0.1％+▲0.2％）

物価変動率

賃金変動率

マクロ経済スライド調整率

 2.5％

2.8％

▲0.6％

（年金額の改定ルール）

　年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定 者（67歳以下

の方）の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者（68歳以上の方）の年金額は物価変動率

を用いることが法律により定められています。

　このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者が名目手取り賃金変動率（2.8％）、既裁定者が

物価変動率（2.5％）を用いて改定されました。

　また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整（▲0.3％）、令和3年度のマクロ経済スライ

ドによる未調整分（▲0.1％）、及び令和4年度のマクロ経済スライドによる未調整分（▲0.2％）の

調整が行われました。

　この「マクロ経済スライドの未調整分」とは、マクロ経済スライドによって前年度よりも年

金の名目額を下げないという措置は維持した上で、調整しきれずに翌年度以降に繰り越され

た未調整分を指します。

※マクロ経済スライドとは、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が
設定されます。その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。

令和４年度（月額） 令和５年度（月額）

国民年金
老齢基礎年金（満額40年加入）、1人分 64,816円 

 

 

 

新規裁定者
（67歳以下の方）

66,250円
(+1,434円)

既裁定者
（68歳以上の方）

66,050円
(+1,234円)
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泉南支部担当 堺・岸和田・貝塚・泉佐野・和泉・高石・
泉南・熊取・岬の各支部

未　定

泉
州
ブ
ロ
ッ
ク

河
内
ブ
ロ
ッ
ク

北
河
内
ブ
ロ
ッ
ク

北
摂
ブ
ロ
ッ
ク

令和5年度 ブロック事業 歩こう会のご案内
健康ウォーキングにご参加ください。
実施日未定の所は各支部役員まで
ご確認をお願いいたします。

実 施 日
未　定行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込

羽曳野支部担当 八尾・富田林・河内長野・柏原・羽曳野・東大阪・
南河内の各支部

10月26日(木)実 施 日
世界遺産古市古墳群を巡るウォーク行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込

寝屋川支部担当 守口・枚方・寝屋川・大東・門真・四條畷・交野の各支部

未　定実 施 日
未　定行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込

吹田支部担当 豊中・池田・吹田・高槻・茨木・箕面・摂津の各支部

未　定実 施 日
未　定行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込

連 盟 だ よ り
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　会員証は、大阪府市町村職員年金者連盟の会員であることを証明するものです。
大切に保管してください。

会員証提示による特典割引
　本連盟と契約している優待施設または店舗で、会員証を提示することにより割引が
受けられます。

・ 会員証裏面に、ご加入支部・会員氏名を必ず署名してご利用ください。
・ 会員証は、本人に限り有効です。
・ 会員証は、他人に譲渡または貸与することはできません。
・ 本連盟を退会される場合、会員証はご返却ください。

　会員証を紛失された場合は、特典割引を受けることができませんので本連盟まで再
発行のお手続きを行ってください。

大阪府市町村職員年金者連盟会員証について

会員証提示による特典割引の詳細については、ホームページからご覧いただけます。

https://osaka-ctv-renmei.jp/

会員証の用途

使用上の注意事項

会員証の取扱いについて

連 盟 だ よ り
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泉南支部担当 堺・岸和田・貝塚・泉佐野・和泉・高石・
泉南・熊取・岬の各支部
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内
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摂
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ク

令和5年度 ブロック事業 歩こう会のご案内
健康ウォーキングにご参加ください。
実施日未定の所は各支部役員まで
ご確認をお願いいたします。

実 施 日
未　定行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込

羽曳野支部担当 八尾・富田林・河内長野・柏原・羽曳野・東大阪・
南河内の各支部

10月26日(木)実 施 日
世界遺産古市古墳群を巡るウォーク行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込

寝屋川支部担当 守口・枚方・寝屋川・大東・門真・四條畷・交野の各支部

未　定実 施 日
未　定行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込

吹田支部担当 豊中・池田・吹田・高槻・茨木・箕面・摂津の各支部

未　定実 施 日
未　定行 先
各支部役員までご連絡ください。参 加 申 込
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会員証提示による割引が受けられる施設
※各施設チケット窓口にて、お支払いの前に連盟会員証をご提示ください。

上方浮世絵館  www.kamigata.jp
住所・電話番号

大阪市中央区難波1-6-4
06-6211-0303

会員と同伴者
5名まで

大人
高校生
小中生

700円
500円
300円

650円
450円
250円

入館料

内容 一般料金 適用会員料金

※学生割引には、学生証か年齢が確認できる身分証明書をご提示ください。※6歳以下の未就学児は無料です。    

※幼児は大人1名につき、膝上の乗船にて1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。     

※幼児は大人1名につき、膝上の乗船にて1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。     

アクアライナー  http://suijo-bus.osaka/　大阪水上バス株式会社　

大阪市中央区大阪城2番地先
0570-03-5551

住所・電話番号 内容 一般料金 適用会員料金
会員と同伴者
4名まで

周遊コース（40分）
大人
小学生

1,600円
800円

1,440円
720円

帆船型観光船サンタマリア  http://suijo-bus.osaka/　大阪水上バス株式会社
住所・電話番号

大阪市港区海岸通1-1-10
0570-04-5551

デイクルーズ(45分)
大阪港めぐり

会員と同伴者
4名まで

大人
小学生

1,600円
800円

1,440円
720円

内容 一般料金 適用会員料金

ミシガンクルーズ  www.biwakokisen.co.jp/　琵琶湖汽船株式会社

滋賀県大津市浜大津5-1-1
琵琶湖汽船予約センター 0570-052-105
(つながらないときは 077-524-5000)

※未就学のお子様は、大人1名につき1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。   

住所・電話番号 内容 一般料金 適用会員料金

会員と同伴者
5名まで

ミシガン60 
 (60分)

ミシガン90 
 (90分)

ミシガンナイト
 (90分)

大人
小学生

大人
小学生

大人
小学生

2,400円
1,200円

2,160円
1,080円

3,000円
1,500円

3,200円
1,600円

2,700円
1,350円
2,880円
1,440円

竹生島クルーズ  www.biwakokisen.co.jp/　琵琶湖汽船株式会社

施設の最新情報やご案内等につきましては、各ホームページでご確認ください。

滋賀県大津市浜大津5-1-1
琵琶湖汽船予約センター 0570-052-105
(つながらないときは 077-524-5000)

※ 直前の運行状況等は
　長浜港  0749-62-3390
　今津港  0740-22-1747

※未就学のお子様は、大人1名につき1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。   

住所・電話番号 内容 一般料金 適用会員料金

会員と同伴者
5名まで

びわ湖横断
（長浜港↔今津港）

今津航路

長浜航路
大人
小学生

3,200円
1,600円

2,880円
1,440円

大人
小学生

2,700円
1,400円

2,430円
1,260円

大人
小学生

2,900円
1,500円

2,610円
1,350円

連 盟 だ よ り
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会員証提示による割引が受けられる店舗

年金者連盟会員への特別優待

※各店舗にて、お支払いの前に連盟会員証をご提示ください。

メガネの愛眼  www.aigan.co.jp/　愛眼株式会社

※ショップの最新情報や各店舗のご案内につきましては、各ホームページでご確認ください。
※オンラインショップでのご利用については、割引適用外となります。

該当店舗

全国各店舗
お問合せ先：お客様相談室

フリーダイヤル 0120-313-078

メガネ（フレーム・レンズ）、サングラス、
コンタクトレンズ（取扱い店のみ）、補聴器
店頭表示価格より 5％割引

受付時間 月曜日～金曜日10:00～12:00､13:00～17:00
※休業日：土日祝日

※他の割引券との併用はできません。

会員のみ

適用会員特典

現代仏壇 GALLERY memoria ギャラリーメモリア http://yagiken-memoria.com 株式会社八木研
該当店舗

全国のギャラリーメモリア直営店

ギャラリーメモリア直営店で 特別ご優待
全国お客様相談室　0120-596-910
ご案内受付時間：11時～18時

※直営店のみ有効です。ご来店の際には、｢大阪府
　市町村職員年金者連盟会員｣である旨を必ず店頭
　スタッフへお申し出ください。
※本連盟会員証の提示は不要です。

会員のみ

適用会員特典

ミズノ www.mizuno.jp/　ミズノ株式会社   ※ミズノ(大阪府内直営店)の会員証提示による割引は令和5年8月31日で終了いたします。      

該当店舗

※大阪府内ミズノ直営店※
ミズノオオサカ茶屋町
ミズノ阪急三番街店
ミズノショップ難波

ミズノウエルネスショップナンバ
ミズノウエルネスショップなんばスカイオ
ミズノウエルネスショップウメダ

お買い上げ代金の 10％割引
(令和5年8月31日まで)
※大阪府内直営店のみ有効

ミズノお客様相談センター
フリーダイヤル　0120-320-799
受付時間：月～金の9：30～17：00（土日祝除く）

会員のみ

適用会員特典

メガネスーパー  www.meganesuper.co.jp/　株式会社ビジョナリーホールディングス
該当店舗

メガネスーパー　　　 全国各支店
シミズメガネ　　  大阪府内4店舗
メガネハウス　　富山県内21店舗
メガネのオオツカ　滋賀県内5店舗

お問合せ窓口：フリーダイヤル 0120-209-060

メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、
補聴器  10％OFF

受付時間：平日10：00～18：00

ただし、セール商品など一部商品は割引対象外。
また、他の割引きとの併用はできません。

会員と
その家族

適用会員特典

※店舗の詳細については、お電話またはホームページでご確認下さい。  

連 盟 だ よ り
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会員証提示による割引が受けられる施設
※各施設チケット窓口にて、お支払いの前に連盟会員証をご提示ください。

上方浮世絵館  www.kamigata.jp
住所・電話番号

大阪市中央区難波1-6-4
06-6211-0303

会員と同伴者
5名まで

大人
高校生
小中生

700円
500円
300円

650円
450円
250円

入館料

内容 一般料金 適用会員料金

※学生割引には、学生証か年齢が確認できる身分証明書をご提示ください。※6歳以下の未就学児は無料です。    

※幼児は大人1名につき、膝上の乗船にて1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。     

※幼児は大人1名につき、膝上の乗船にて1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。     

アクアライナー  http://suijo-bus.osaka/　大阪水上バス株式会社　

大阪市中央区大阪城2番地先
0570-03-5551

住所・電話番号 内容 一般料金 適用会員料金
会員と同伴者
4名まで

周遊コース（40分）
大人
小学生

1,600円
800円

1,440円
720円

帆船型観光船サンタマリア  http://suijo-bus.osaka/　大阪水上バス株式会社
住所・電話番号

大阪市港区海岸通1-1-10
0570-04-5551

デイクルーズ(45分)
大阪港めぐり

会員と同伴者
4名まで

大人
小学生

1,600円
800円

1,440円
720円

内容 一般料金 適用会員料金

ミシガンクルーズ  www.biwakokisen.co.jp/　琵琶湖汽船株式会社

滋賀県大津市浜大津5-1-1
琵琶湖汽船予約センター 0570-052-105
(つながらないときは 077-524-5000)

※未就学のお子様は、大人1名につき1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。   

住所・電話番号 内容 一般料金 適用会員料金

会員と同伴者
5名まで

ミシガン60 
 (60分)

ミシガン90 
 (90分)

ミシガンナイト
 (90分)

大人
小学生

大人
小学生

大人
小学生

2,400円
1,200円

2,160円
1,080円

3,000円
1,500円

3,200円
1,600円

2,700円
1,350円
2,880円
1,440円

竹生島クルーズ  www.biwakokisen.co.jp/　琵琶湖汽船株式会社

施設の最新情報やご案内等につきましては、各ホームページでご確認ください。

滋賀県大津市浜大津5-1-1
琵琶湖汽船予約センター 0570-052-105
(つながらないときは 077-524-5000)

※ 直前の運行状況等は
　長浜港  0749-62-3390
　今津港  0740-22-1747

※未就学のお子様は、大人1名につき1名は無料です。2名以上は、小学生料金が必要となります。   

住所・電話番号 内容 一般料金 適用会員料金

会員と同伴者
5名まで

びわ湖横断
（長浜港↔今津港）

今津航路

長浜航路
大人
小学生

3,200円
1,600円

2,880円
1,440円

大人
小学生

2,700円
1,400円

2,430円
1,260円

大人
小学生

2,900円
1,500円

2,610円
1,350円

連 盟 だ よ り
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　全国にある市町村職員共済組合施設をご利用の際、会員のみ一泊2,000円を助成します。発行枚数
は当該年度（4/1～3/31）3枚までとなり、当該年度会費納入者に限ります。
　ご利用については、施設へ宿泊料金お支払いの際に、宿泊施設利用助成券を提出するとともに、年金
受給者等施設利用証の提示をお願いします。一泊の利用につき、1人１枚に限ります。

　館内レストランをご利用の際、会員のみ一回500円の割引が受けられます。発行枚数は当該年度
（4/1～3/31）5枚までとなり、当該年度会費納入者に限ります。
　ご利用については、館内各レストランでお会計の際に、シティプラザ大阪食事割引券を提出し
てください。一回の利用につき、1人1枚に限ります。

本連盟に電話連絡し、宿泊施設利用助成券またはシティプラザ大阪食事割引券の交付を申請し
てください。※宿泊施設利用助成券は、必ず施設への予約完了後に申請をしてください。
支部名・会員氏名・必要枚数をお知らせください。
本連盟より助成券または割引券を送付します。
本連盟ホームページ・お問い合わせからも申請できます。

・本連盟会員のみ、ご利用いただけます。　・換金または譲渡することはできません。
・本券は、紛失・盗難など、いかなる場合にも再発行はいたしません。

1.

2.
3.
4.

【割引対象店舗】
1階　ダイニングルームRivage、日本料理 大江
14階　酒房　龍宮－TATSUMIYA－
※1階TULLY’S COFFEE、13階スカイラウンジ
　Aurora、宴会場でのご利用はできません。

連 盟 だ よ り
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宿泊施設利用助成・シティプラザ大阪食事割引制度について

宿泊施設利用助成・シティプラザ大阪食事割引制度の詳細については、ホームページからご覧いただけます。
https://osaka-ctv-renmei.jp/

【宿泊施設利用助成制度について】

【シティプラザ大阪食事割引制度について】

【申請手続きについて】

【使用上の取扱いについて】

☆待機者会員の方は、ご利用になれませんのでご了承ください☆
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宿泊施設利用助成券対象　市町村職員共済組合施設

ホテルポールスター札幌
ホテルノースシテｨ
アップルパレス青森
パレス松洲
むつみ荘
うしお荘
ホテル福島グリーンパレス
大洗鷗松亭（令和5年10月から休館予定）
アルペンローゼ
オークラ千葉ホテル
黒潮荘
那須の森ヴィレッジ
ホテル日航立川　東京
シーサイドいずたが
湯河原温泉ちとせ
ホテルやまなみ
瀬波はまなす荘
アクアーレ長岡
グリーンビュー立山
おびし荘
越路
サンペルラ志摩
ホテルピアザびわ湖（休館中）
シティプラザ大阪
ひょうご共済会館
ゆめ春来
渓泉閣
ホテル白鳥
サン・ピーチOKAYAMA
コテージ湯の山
防長苑
ホテル千秋閣
ホテルマリンパレスさぬき
えひめ共済会館
高知共済会館COMMUNITY SQUARE
ひまわり荘
マリンパレスかごしま
東京グリーンパレス

060-0004
064-0809
030-0802
981-0215
999-2211
997-1201
960-8068
311-1301
377-1711
260-0024
296-0004
325-0303
190-0022
413-0101
259-0314
406-0028
958-0037
940-2147
930-1405
923-0316
910-4121
517-0204
520-0801
540-0029
650-0004
669-6821
682-0122
690-0852
700-0023
738-0601
753-0077
770-0847
760-0066
790-0003
780-0870
880-0867
890-8527
102-0084

011-330-2531
011-512-9748
017-723-5610
022-354-2106
0238-43-3035
0235-75-2715
024-533-1171
029-266-1122
0279-88-1300
043-248-1111
04-7092-2205
0287-78-1636
042-521-1111
0120-73-1241
0465-63-0121
055-262-5522
0254-52-5291
0258-47-5656
076-482-1716
0761-65-1831
0776-77-3151
0599-57-2130
077-527-6333
06-6947-7702
078-222-2600
0796-99-2211
0858-43-0828
0852-21-6195
086-225-0631
082-504-2062
083-922-3555
088-622-9121
087-851-6677
089-945-6311
088-823-3211
0985-24-5285
099-253-8822
03-5210-4600

北海道札幌市中央区北4条西６丁目２
北海道札幌市中央区南９条西１丁目１－20
青森県青森市本町５－１－５
宮城県宮城郡松島町高城字浜38
山形県南陽市赤湯２３３－１
山形県鶴岡市湯野浜１－１１－２３
福島県福島市太田町13－53
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８１７９－５
群馬県吾妻郡草津町草津５１２－２
千葉県千葉市中央区中央港１－１３－３
千葉県鴨川市貝渚２５６５
栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山３３７５－６３７
東京都立川市錦町１－１２－１
静岡県熱海市上多賀１２
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上２８１－１
山梨県笛吹市石和町駅前１５番地１
新潟県村上市瀬波温泉１－２－１７
新潟県長岡市新陽２－５－１
富山県中新川郡立山町千寿ケ原
石川県小松市井口町ホ５５
福井県あわら市東温泉２－２０１
三重県志摩市磯部町的矢３１４
滋賀県大津市におの浜１－１－２０
大阪府大阪市中央区本町橋2-31
兵庫県神戸市中央区中山手通４－１７－１３
兵庫県美方郡新温泉町湯１５６９－６
鳥取県東伯郡三朝町山田１８０
島根県松江市千鳥町２０
岡山県岡山市北区駅前町２－３－３１
広島県広島市佐伯区湯来町大字和田１２８－２
山口県山口市熊野町４－２９
徳島県徳島市幸町３－５５
香川県高松市福岡町２－３－４
愛媛県松山市三番町５－１３－１
高知県高知市本町５－３－２０
宮崎県宮崎市瀬頭２－４－５
鹿児島県鹿児島市与次郎２－８－８
東京都千代田区二番町2番地

施設名 施設所在地郵便番号 TEL

シティプラザ大阪食事割引券対象レストラン

ダイニングルームRivage（リヴァージュ）
日本料理　大江
酒房　TATSUMIYA（龍宮）

1階
1階
14階

シティプラザ大阪
レストラン予約係
06-6947-7867

〒540-0029　大阪市中央区本町橋2‒31

店舗名 所在地 TEL

　全国にある市町村職員共済組合施設をご利用の際、会員のみ一泊2,000円を助成します。発行枚数
は当該年度（4/1～3/31）3枚までとなり、当該年度会費納入者に限ります。
　ご利用については、施設へ宿泊料金お支払いの際に、宿泊施設利用助成券を提出するとともに、年金
受給者等施設利用証の提示をお願いします。一泊の利用につき、1人１枚に限ります。

　館内レストランをご利用の際、会員のみ一回500円の割引が受けられます。発行枚数は当該年度
（4/1～3/31）5枚までとなり、当該年度会費納入者に限ります。
　ご利用については、館内各レストランでお会計の際に、シティプラザ大阪食事割引券を提出し
てください。一回の利用につき、1人1枚に限ります。

本連盟に電話連絡し、宿泊施設利用助成券またはシティプラザ大阪食事割引券の交付を申請し
てください。※宿泊施設利用助成券は、必ず施設への予約完了後に申請をしてください。
支部名・会員氏名・必要枚数をお知らせください。
本連盟より助成券または割引券を送付します。
本連盟ホームページ・お問い合わせからも申請できます。

・本連盟会員のみ、ご利用いただけます。　・換金または譲渡することはできません。
・本券は、紛失・盗難など、いかなる場合にも再発行はいたしません。

1.

2.
3.
4.

【割引対象店舗】
1階　ダイニングルームRivage、日本料理 大江
14階　酒房　龍宮－TATSUMIYA－
※1階TULLY’S COFFEE、13階スカイラウンジ
　Aurora、宴会場でのご利用はできません。
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宿泊施設利用助成・シティプラザ大阪食事割引制度について

宿泊施設利用助成・シティプラザ大阪食事割引制度の詳細については、ホームページからご覧いただけます。
https://osaka-ctv-renmei.jp/

【宿泊施設利用助成制度について】

【シティプラザ大阪食事割引制度について】

【申請手続きについて】

【使用上の取扱いについて】

☆待機者会員の方は、ご利用になれませんのでご了承ください☆
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16　連盟だより

　新型コロナウイルス感染拡大の影響の

ため中止しておりました、連盟恒例の「親

睦囲碁大会」を、去る令和 5年 2 月 26 日

（日）関西棋院において、3年ぶりに開催い

たしました。

　各支部より推薦されました総勢12名参

加のもと、日頃の成果を発揮しながら、

それぞれ親睦を深めていただきました。

　競技は実力に応じた 4名1グループに分かれ、1局1時間以内で 3局対戦していただきました。

　終始和やかなうちにも各対局とも熱戦が展開され、対局後はお互いの健闘を称えあうなど、新

たな親睦を深めていただきました。

　参加者の皆様、ありがとうございました。

　私たちの年金者連盟は、全国の年金者連盟の仲間と連携し、安心して暮らせる年金制度の確立

を目指して関係機関への要望活動を行っています。

　年金はマクロ経済スライドの適用により目減りし、また令和３年度からはさらなる引き下げ制

度が導入されています。

　私たちの年金生活は大変厳しい状況にありますが、一人でも多くの仲間の加入により年金・医療・

介護等、社会保障制度の改善を求める運動を強化したいと思います。

　また、年金者連盟に加入していただきますと、支部

やブロックでの歩こう会等の各種活動に参加すること

で、親睦・交流の機会ができます。さらに、会員証提

示による各種特別優待（Ｐ12 ～Ｐ13）、宿泊施設利用

助成制度等（Ｐ14 ～Ｐ15）の会員特典もあります。

　皆さまのまわりに加入されていない方がおられまし

たら、特典等もお伝えいただき、ぜひ加入を勧めてく

ださいますよう、お願い申し上げます。

年金者連盟への加入をお勧めください！

令和4年度
親睦囲碁大会を開催いたしました



役職名

会　長

副会長

副会長

副会長

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

氏　　名

中小路　栄　作

早　川　泰　史

峯　　　正　明

土　田　眞　一

中　岡　健　二

西　川　勝　文

加　藤　一　彦

奥　野　和　夫

大　原　好　照

竹　見　宣　子

浅　田　利　治

池　田　洋　子

井　上　菊　秋

砂　口　勝　紀

岸　本　正　義

原　　　正　憲

南　　　孝　美

吉　川　佳　男

田　伏　忠　司

野　村　耕　造

山　下　喬　三

支部名

高　槻

堺

河内長野

枚　方

摂　津

泉　南

東大阪

交　野

岸和田

豊　中

池　田

吹　田

貝　塚

守　口

茨　木

八　尾

泉佐野

富田林

寝屋川

大　東

和　泉

役職名

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

女性理事

女性理事

女性理事

女性理事

監　事

監　事

監　事

監　事

顧　問

顧　問

氏　　名

井　上　隆　志

稲　田　邦　敏

安　藤　光　治

西　口　正　美

柴　田　正　明

壬　生　和　憲

川　畑　修　孝

平　　　徹　也

稲　田　仁　史

渡　部　誠　夫

山　﨑　春　美

藤　原　清　子

已　波　敬　子

濵　脇　美紀子

中　井　利　和

坂　倉　良　文

今　仲　理三郎

飯　田　昭　次

岸　　　弘　治

池　田　忠　司

支部名

箕　面

柏　原

羽曳野

門　真

高　石

四條畷

熊　取

岬

南河内

中　央

貝　塚

箕　面

柏　原

守　口

交　野

和　泉

八　尾

豊　中

堺

堺

年金者連盟役員名簿
令和5年度
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作成日 2022/9/27 承認番号SJ22- 08116

補償の内容 保険金額 年間保険料
（一時払保険料）

死亡 ８５万円

後遺障害（1～7級） 後遺障害の程度に応じて
３５．７万円～８５万 円

入院日額（30日限度） 1日目から ２，６００ 円

手術保険金
入院中の手術：５．２ 万円
外来の手術：１．３ 万円
重大手術： １０．４ 万円

通院日額（30日限度） １日目から ２，５８０円
被害事故補償 １，０００万円

個人賠償
（相手への補償） 1億円 １，６１０円

満年齢 年間保険料
（一時払保険料）

６０～６４歳 ３６，７３０円

６５～６９歳 ５５，８２０円

７０～７４歳 ８４，７１０円

補償の内容 保険金額
疾病入院日額
（180日限度） ５，０００円

疾病手術保険金
入院中の手術：１０万円
外来の手術：２．５万円
重大手術：２０万 円

疾病退院後通院日額
（30日限度） 1日目から３，０００円

疾病葬祭費用 １００万円 限度
疾病高度障害 １００万円

補償の内容 保険金額

介護一時金 １００万円

軽度認知障害等一時金 ３０万円

満年齢 年間保険料
（一時払保険料）

６０～６４歳 １１，７４０円
６５～６９歳 １８，２３０円
７０～７４歳 ３４，９８０円
７５～７９歳 ６４，５９０円

傷害総合保険（天災危険補償特
約・被害事故補償特約・入院
保険金および通院保険金支払
限度日数変更（30日）特約、後
遺障害等級限定補償特約（第
１級～第７級）、手術保険金倍
率変更特約および重大手術
保険金倍率変更特約）、
特定感染症危険補償特約＋
個人賠償責任保険 保険
期間１年・団体割引30％
・職種級別Ａ級

（個人賠償責任保険は自動セット）

例）ワイドプラン
Ｇ１の場合

１口あたり
１０，１００円

（最大５口まで）
何歳でも同じ保険料で

加入できます

医療保険基本特約・疾病保険
特約セット団体総合保険手術
保険金倍率変更特約および
重大手術保険金倍率変更
特約セット保険期間１年・
団体割引30％

０歳から加入できます

例）プラン
Ｓの場合

医療保険基本特約・介護一
時金支払特約、軽度認知障
害等一時金支払特約セット
団体総合保険 保険期間１
年・団体割引30％

５０歳から加入できます

例）プラン
Ｋ０１＋Ｎ
の場合

株式会社 市町村共済サービス
電話：０６（６９４７）５５９９

〒540 -0029
大阪府大阪市中央区本町橋２－３１

◎保険内容についてのご質問はこちらまで◎
有限会社番町共済会
電話：０３（３２６５）００４３
受付時間：平日午前９時から午後５時
〒102-0084東京都千代田区二番町２

東京グリーンパレス２階

損害保険ジャパン株式会社
団体・公務開発部第三課

電話：０３（３３４９）５４０８
受付時間：平日午前９時から午後５時
〒160-8338
東京都新宿区西新宿１－２６－１

■取扱代理店■■資料請求先■ ■引受保険会社■

全国市町村職員年金者連盟の会員の皆さま向け ３つの備えを

ご用意！

※このご案内は、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問合せください。
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